
②許可申請

手続きの主な流れ
許可申請前 許可申請 工事着手 工事完了

お

お問い合わせ

宮崎県 県土整備部 技術企画課 技術調整担当

TEL : 0985-26-7178

重要!!
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〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10-1

規制区域内では、過去の盛土等も含めて、土地所有者等が常にその土地を安全な状態に
維持する必要があります。

許可・届出の対象となる盛土の規模

宮崎県では令和７年５月１日に県内ほぼ全域を規制区域に指定し、規制を開始するので、
下記に示す規模の盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要となります。

許可対象

届出対象 〈特定盛土等規制区域のみ〉①～⑦の 赤文字 規模のもの

規制区域指定日に現に赤文字 規模の工事を行っている場合は、令和７年５月２１日
までに県（宮崎市については宮崎市）に届出が必要です。

許 可 届 出

前記以外の
届出対象

宮崎県 盛土規制法 検索

規制区域の詳細はこちらの二次元
コードからご確認ください。
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